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(57)【要約】
【課題】　会議で説明するための資料情報と、該資料情
報に対して付加すべき議事録データを符号化した画像と
を合わせて印刷することである。
【解決手段】　情報処理装置１０３から資料情報を取得
し、ＷＥＢカメラ１０２が撮像する議事録データを受信
したら（Ｓ３０２）、受信する資料情報から特定のタイ
ミングで資料情報を抽出する（Ｓ３０３）。そして、抽
出された資料情報を二次元の符号化情報に変換する（Ｓ
３０５）。そして、変換された前記二次元の符号化情報
を資料情報の対応するページに印刷する（Ｓ３０７）こ
とを特徴とする。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して情報処理装置、撮像手段、画像形成装置とが通信してプレゼンテ
ーションを行う画像処理システムであって、
　前記情報処理装置から前記資料情報を取得する取得手段と、
　前記撮像手段が撮像する議事録データを受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信する前記議事録データから抽出される議事録データを二次元の符号
化情報に変換する変換手段と、
　前記変換手段により変換された前記二次元の符号化情報を前記資料情報の対応するペー
ジに印刷する印刷手段と、
を有することを特徴とする画像処理システム。
【請求項２】
　ネットワークを介して情報処理装置、撮像手段、画像形成装置とが通信してプレゼンテ
ーションを行う画像処理システムであって、
　前記撮像手段は、
　前記情報処理装置からページ切替要求を受信して、前記撮像手段が撮像した議事録デー
タにページ切替情報を付加する付加手段を有し、
　前記情報処理装置は、
　アプリケーションが生成する資料情報を表示手段に出力する出力手段を有し、
　前記画像形成装置は、
　前記情報処理装置から前記資料情報を取得する取得手段と、
　前記撮像手段が撮像する議事録データを受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信する前記議事録データの中から前記ページ切替情報で抽出される特
定の議事録データを二次元の符号化情報に変換する変換手段と、
　前記変換手段により変換された前記二次元の符号化情報を前記資料情報の対応するペー
ジに印刷する印刷手段と、
を有することを特徴とする画像処理システム。
【請求項３】
　前記付加手段は、前記に基づいて前記撮像手段が撮像する議事録データに前記出力手段
が出力する各ページの資料情報に対するページ参照履歴を付加することを特徴とする特徴
とする請求項２記載の画像処理システム。
【請求項４】
　ネットワークを介して情報処理装置、撮像手段、画像形成装置とが通信してプレゼンテ
ーションを行う画像処理システムにおけるデータ処理方法であって、
　前記情報処理装置から前記資料情報を取得する取得工程と、
　前記撮像手段が撮像する議事録データを受信する受信工程と、
　前記受信工程が受信する前記議事録データから抽出される議事録データを二次元の符号
化情報に変換する変換工程と、
　前記変換工程により変換された前記二次元の符号化情報を前記資料情報の対応するペー
ジに印刷する印刷工程と、
を有することを特徴とするデータ処理方法。
【請求項５】
　ネットワークを介して情報処理装置、撮像手段、画像形成装置とが通信してプレゼンテ
ーションを行う画像処理システムにおけるデータ処理方法であって、
　前記撮像手段は、
　前記情報処理装置からページ切替要求を受信して、前記撮像手段が撮像した議事録デー
タにページ切替情報を付加する付加工程を有し、
　前記情報処理装置は、
　アプリケーションが生成する資料情報を表示手段に出力する出力工程を有し、
　前記画像形成装置は、
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　前記情報処理装置から前記資料情報を取得する取得工程と、
　前記撮像手段が撮像する議事録データを受信する受信工程と、
　前記受信工程が受信する前記議事録データの中から前記ページ切替情報で抽出される特
定の議事録データを二次元の符号化情報に変換する変換工程と、
　前記変換工程により変換された前記二次元の符号化情報を前記資料情報の対応するペー
ジに印刷する印刷工程と、
を有することを特徴とするデータ処理方法。
【請求項６】
　前記付加工程は、前記に基づいて前記撮像手段が撮像する議事録データに前記出力手段
が出力する各ページの資料情報に対するページ参照履歴を付加することを特徴とする特徴
とする請求項５記載のデータ処理方法。
【請求項７】
　請求項４乃至６のいずれか１項に記載のデータ処理方法をコンピュータに実行させるた
めのプログラムを格納したことを特徴とするコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
【請求項８】
　請求項４乃至６のいずれか１項に記載のデータ処理方法をコンピュータに実行させるこ
とを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介して情報処理装置、撮像手段、画像形成装置とが通信して
プレゼンテーションを行う画像処理システムのデータ処理に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、印刷装置や複合機を使用してプレゼンテーションで用いた説明用資料を印刷
して会議出席者に配布する（第１の配布処理）ことは広く行われている。また、プレゼン
テーションの議事録や議事メモを別の手段を介して配布する（第２の配布処理）ことも広
く行われている。
【０００３】
　また、二次元の符号化情報として、２次元バーコード、ＱＲコードを生成して印刷媒体
へ記録を行う手法についても広く行われている（ＱＲコードに関する技術は、下記特許文
献１参照）。
【０００４】
　さらに、下記特許文献２には、会議での発言、及び、会議中使用した画像情報や文書情
報などのメディア情報からリアルタイムに議事録を作成することのできる議事録作成装置
が開示されている。
【０００５】
　また、特許文献３には、ワープロ装置において、文書情報又は画像情報と共に、これら
の情報を二次元の符号化情報としてのバーコードに変換して、バーコード情報を印刷する
技術が開示されている。
【０００６】
　さらに、特許文献４には、文字情報とその文字情報に係る情報をバーコード化して、文
字情報に対応させて同一紙面上に印刷する情報提供方法が開示されている。この特許文献
４の記載によれば、文字によって表現された情報とその情報に係る情報（文字の音声情報
、発音情報、映像情報、録音情報等）のバーコードとが、同一紙面上に印刷される。利用
者は、例えば、文字によって表現された情報を電子メディアで出力する必要が生じたら、
対応するバーコード情報を読込んで、その情報に係る情報を電子メディアから出力すると
の記載がある。
【特許文献１】特開平９－２３１２９６号公報
【特許文献２】特開２００４－２８７２０１号公報
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【特許文献３】特開平５－１２２８８号公報
【特許文献４】特開平７－１２１６７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の会議システムにおいては、前述の、第１の配布処理と、第２の配布処理とが別個
独立して処理されて、それぞれの配布結果は異なるメディアに保存されている。
【０００８】
　このため、本来的には、会議前の会議資料と、会議で発生する議事録等の資料とはそれ
ぞれ関連づけた１つの資料として管理すべきであるにも関わらず、独立して管理されてい
る。このため、それぞれの資料を事後的に統合（マージ）する場合に、どの資料にどの議
事が対応するものかを特定することが困難になる場合があった。
【０００９】
　さらに、第１の配布処理で示す情報に伴って発生した会議情報は、特定の者以外には内
容を秘匿した状態として管理したいという要求がある。
【００１０】
　つまり、従来のシステムでは、会議資料は視覚的に理解できるものとして、議事録の内
容は、直接理解できない情報として印刷したり、メディアに記録したいというような要求
にも適応していなかった。
【００１１】
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、会議で説明
するための資料情報と、該資料情報に対して付加すべき議事録データを二次元の符号化し
た画像とを合わせて印刷できる仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成する本発明の情報処理システムは以下に示す構成を備える。
【００１３】
　ネットワークを介して情報処理装置、撮像手段、画像形成装置とが通信してプレゼンテ
ーションを行う画像処理システムであって、前記情報処理装置から前記資料情報を取得す
る取得手段と、前記撮像手段が撮像する議事録データを受信する受信手段と、前記受信手
段が受信する前記議事録データから抽出される議事録データを二次元の符号化情報に変換
する変換手段と、前記変換手段により変換された前記二次元の符号化情報を前記資料情報
の対応するページに印刷する印刷手段とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、会議で説明するための資料情報と、該資料情報に対して付加すべき議
事録データを二次元の符号化した画像とを合わせて印刷できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次に本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
【００１６】
　＜システム構成の説明＞
　以下、本発明の発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。
【００１７】
　〔第１実施形態〕
　図１は、本発明の第１実施形態を示す画像形成システムの一例を示す図である。本例は
、ネットワークを介して、画像形成装置、情報処理装置、表示手段として機能するプロジ
ェクタ、撮像手段として機能するＷＥＢカメラ等が通信可能に接続されたシステム例であ
る。
【００１８】
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　本実施形態では、プレゼンテーション説明用資料の印刷と同時に、プレゼンテーション
の議事録や議事メモ情報の内容を合わせ込んだ形で記録し、会議後の資料として、議事録
データを復元する例を説明する。なお、本実施形態において、議事録データを符号化され
たデータに変換する場合、ある意味のある情報を印刷媒体に直接人間が理解できないよう
な形式のデータに変換するものとする。
【００１９】
　ただし、印刷された用紙を通常のユーザが視認しただけでは、その内容（議事録データ
）を特定することができないものである。つまり、配布された資料（議事録データが印刷
されたもの）を受け取った者が、他の画像処理装置の読み取り装置により読み取りを行わ
ないと、可読可能な議事録情報として再生できないものである。
【００２０】
　なお、ＭＦＰ１０１は、ＷＥＢカメラ１０２から受信する動画としての議事録データか
ら情報処理装置１０３からのページ切替要求で付加されたページ切替情報に従って特定の
議事録データを抽出する機能を備える。
【００２１】
　また、ＭＦＰ１０１は、会議の出席者に配布される資料をあらかじめ情報処理装置１０
３から取得している。また、ＭＦＰ１０１は、上記ページ切替情報に含まれるページ情報
で、ＷＥＢカメラ１０２から受信する資料情報中から切り出した議事録データを割り付け
る資料のページを特定することができるように構成されている。そして、ＭＦＰ１０１は
、特定のタイミングで抽出される資料情報を二次元の符号化情報に変換する変換機能を備
え、該変換された二次元の符号化情報を資料情報の対応するページに印刷することが可能
に構成されている。なお、情報処理装置１０３にインストールされているプレゼンテーシ
ョン用のアプリケーションにより、資料情報がファイルとして生成される場合を示すが、
スキャナ等で読み取られた資料であってもよい。同様に、プレゼンテーション用のアプリ
ケーション以外の他のアプリケーションで生成されたものであっても資料情報と利用可能
である。
【００２２】
　尚、本発明で用いる二次元の符号化情報は、特許文献で記載した公知の技術を用いて、
二次元のバーコードやＱＲコードを指すものとする。またバーコードやＱＲコードを改良
した、更に大容量の情報量をもつような二次元の符号化方法を用いても良い。
【００２３】
　また、本明細書では、この二次元の符号化情報が印刷された紙メディアのことをクロス
メディアと呼ぶものとする。従って、クロスメディアに印刷された二次元の符号化情報の
ことをクロスメディア情報と呼び、クロスメディア情報の紙メディアへの印刷のことをク
ロスメディア印刷と呼ぶ。
【００２４】
　以下、具体例に基づいて本実施形態を説明する。
【００２５】
　図１において、１０１は複合機（ＭＦＰ）であり、リーダ部と、プリンタ部と、二次記
憶装置とを備え、外部の情報処理装置から出力される印刷データの印刷を行うことが可能
である。なお、ＭＦＰ１０１は二次記憶装置として、例えばハードディスク等を備え、受
信したプリントジョブや、リーダ部が読み取った画像データを記憶したり、ユーザに割り
当てたボックス領域へのアクセスを制御する。
【００２６】
　なお、二次記憶装置には、会議で配布する資料（電子データ）を記憶し、操作部からあ
るいは後述する情報処理装置からの指示で必要な部数の資料を印刷することができる。
【００２７】
　ここで、電子データには、所定のアプリケーションで作成されたファイルや、汎用的な
電子文書（例えばＰＤＦファイル）が含まれる。また、ＭＦＰ１０１では、イメージに対
する回転、拡大、縮小、暗号化、圧縮、解凍等を含む各種の画像処理を実行可能とするた
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めのハードウエアを備える。例えばＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＣＯＤＥＣを含む制御ボー
ドと、プリンタ部、リーダ部との通信インタフェース、ネットワークとの通信インタフェ
ース、公衆回線とファクシミリ通信を行うデバイスを備える。
【００２８】
　１０２はＷＥＢカメラで、会議室の音声情報を集音するマイク部と、カメラ部と、マイ
ク部から集音した音声情報を音声分析処理して、文字情報に変換する音声－文字変換処理
部等を備える。そして、ＷＥＢカメラ１０２で撮影した映像情報（映像ストリーミングデ
ータ）をＬＡＮ１０５を通して外部装置へ出力することが可能である。ＷＥＢカメラ１０
２は、プロジェクタ１０４による資料説明等を含む会議室での質疑応答により進行する議
事録を撮影する。
【００２９】
　なお、本実施形態では、外部装置としてＭＦＰ１０１の例を示すものとするが、他の装
置であってもよい。つまり、ＷＥＢカメラ１０２からネットワーク上で管理権限のあるサ
ーバ装置に映像情報や変換されたテキスト情報を取得し、該取得した情報をＭＦＰ１０１
が認証処理を経て、取得可能とする構成であってもよい。
【００３０】
　さらに、本実施形態では、ＷＥＢカメラ１０２が所定の会議室における議事進行に伴う
議事録データを撮影する。この際、ＷＥＢカメラ１０２は、ネットワーク１０５上に接続
されたＰＣ１０３と通信を行い、ページ切り替えを示す情報を受信することが可能である
。つまり、ＷＥＢカメラ１０２は、プロジェクタ１０４からスクリーンに投影された議事
録データや、図示しないホワイトボード等に書き込まれた情報を議事録データを映像とし
て取り込む機能を備える。
【００３１】
　なお、ＷＥＢカメラ１０２は、議事録データをカメラ部で撮影する場合には、入力議事
録映像の解析を行い、映像時にマイク部で集音される音声情報の抽出、並びに抽出した音
声情報を文字列情報への変換を音声－文字変換処理部で行う機能を備える。
【００３２】
　また、ＷＥＢカメラ１０２は、カメラ部で撮影した議事録データ（例えば議事録メモ、
議事録）を映像情報（動画）として、ＬＡＮ１０５を通して外部装置へ出力が可能である
。
【００３３】
　なお、本実施形態では、議事録データに対して、情報処理装置１０３から受信したペー
ジ切替情報を付加することも可能であり、付加加工された記録用議事録情報をＬＡＮ１０
５を通して外部装置へ出力することが可能である。
【００３４】
　１０３は例えばコンピュータで構成される情報処理装置であり、その表示出力先にはデ
ィスプレイ装置とともにプロジェクタ１０４が所定のインタフェースを介して接続されて
いる。
【００３５】
　なお、情報処理装置１０３は、ハードウエア資源（ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードデ
ィスク、入力デバイス、表示デバイス、ネットワーク通信デバイス）を備える。また、情
報処理装置１０３は、ソフトウエア資源として、オペレーティングシステム（ＯＳ）、ア
プリケーション、デバイスドライバを備える。
【００３６】
　なお、情報処理装置１０３は、ハードディスク等の外部記憶装置にインストールされた
オペレーティングシステム（ＯＳ）をＲＡＭにロードして、各種のアプリケーションを実
行することで、ユーザが意図するデータ処理を実行する。
【００３７】
　また、所定の会議室において、説明者がプロジェクタ１０４を用いながらプレゼンテー
ションを行う場合には、この情報処理装置１０３上でプレゼンテーション用のアプリケー
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ションが起動される。ここで、アプリケーションの一例としては、例えばマイクロソフト
社製のパワーポイントが挙げられる。
【００３８】
　そして、ＰＣ１０３と連動して、プレゼンテーションにて使用する資料のプロジェクタ
１０４への表示制御が行われる。ここで、実行されるプレゼンテーション用アプリケーシ
ョンは、例えばユーザのポインティングデバイスの操作で表示するページの切り替えを行
う。ここで、ページ切り替え要求は、次ページというボタンの指示や、ページスクロール
の指示等をトリガとして発生するものとするが、これらに限定されるものではない。
【００３９】
　そして、そのページの切り替え操作に応じてそのページ情報を、ＬＡＮ１０５を通して
ＷＥＢカメラ１０２へ通知することが可能である。
【００４０】
　プロジェクタ１０４は、所定のインタフェースを介して情報処理装置１０３と接続され
ており、情報処理装置１０３から入力される表示用信号をスクリーンに対して映写する。
【００４１】
　次に、情報処理装置（ＰＣ）１０３におけるプレゼンテーションにおけるページ切替の
情報処理について説明をする。
【００４２】
　図２は、本実施形態を示す情報処理装置における第１のデータ処理手順の一例を示すフ
ローチャートである。本例は、図１に示したＰＣ１０３によるページ切り替え処理例であ
る。なお、Ｓ２０１～Ｓ２０７は各ステップを示す。また、各ステップは、図１に示した
ＰＣ１０３のＣＰＵが制御プログラムをＲＡＭにロードして実行することで実現される。
【００４３】
　まず、Ｓ２０１で、ＰＣ１０３上にてプレゼンテーション用アプリケーションの起動が
なされる。プレゼンテーション用アプリケーションは、特定のＯＳに限定されるものでは
なく、それぞれのＯＳに準拠するプレゼンテーション用アプリケーションであれば何でも
よい。
【００４４】
　次に、Ｓ２０２で、ＷＥＢカメラ１０２とＬＡＮ１０５を通しての接続と接続後の初期
化処理（使用プレゼンテーションファイル名等のやりとり）を行う。次に、Ｓ２０３で、
説明者が資料に沿って、プロジェクタ１０４で投影される映像にそってプレゼンテーショ
ンを開始する。ここで、説明者の発声する音声情報や、投影された画像情報は、ＷＥＢカ
メラ１０２で動画撮影されている。
【００４５】
　そして、Ｓ２０４で、説明者によるプレゼンテーションの経過に合わせて、ページ切替
が発生する。ここで、ＰＣ１０３は、ページ切り替え情報（時間、およびページ番号）を
ＬＡＮ１０５で接続されたＷＥＢカメラ１０３に通知して、Ｓ２０４へ戻る。
【００４６】
　以降、同様の処理でプレゼンテーションが進行し、プレゼンテーションを終了するかど
うかを判断する。ここで、プレゼンテーションを終了しないと判断した場合には、Ｓ２０
４へ戻り、同様の処理を繰り返す。なお、プレゼンテーションの終了状態は、プレゼンテ
ーション用アプリケーションが開いているファイルを閉じたりする操作を捉えるものであ
ってもよいし、他の手法によって終了を判断するものであってもよい。
【００４７】
　一方、Ｓ２０６で、情報処理装置１０３のＣＰＵがプレゼンテーションを終了すると判
断した場合は、Ｓ２０７で、ＷＥＢカメラ１０２へ終了情報を通知するとともに、ＷＥＢ
カメラ１０２に対して接続の切断処理を行い、本処理を終了する。
【００４８】
　なお、プレゼンテーションの終了は、アプリケーションの終了指示であってもよいし、
説明者による終了指示であってもよい。
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【００４９】
　次に、ＭＦＰ１０１における議事録データの収集、編集処理について説明する。
【００５０】
　図３は、本実施形態を示す画像形成装置における第１のデータ処理手順の一例を示すフ
ローチャートである。本例は、図１に示したＰＣ１０３によるページ切り替え処理例であ
る。なお、Ｓ３０１～Ｓ３１１は各ステップを示す。また、各ステップは、図１に示した
ＭＦＰ１０１のＣＰＵが制御プログラムをＲＡＭにロードして実行することで実現される
。
【００５１】
　まず、Ｓ３０１で、ＷＥＢカメラ１０２と通信するための接続処理を行う。これはＷＥ
Ｂカメラ１０２側から接続要求を示すトリガを受ける形式で接続が始まる。なお、ＷＥＢ
カメラ１０２と通信を行うネットワークプロトコルによって、トリガの手法は異なる場合
がある。
【００５２】
　そして、Ｓ３０２で、ＭＦＰ１０１は、ＷＥＢカメラ１０２と接続が確立後、ＷＥＢカ
メラ１０２から議事録データの受信を行う。ここで、議事録データの受信とは、プロジェ
クタ１０４が設置される会議室上で撮影して得られる議事録メモ等の議事録データを受信
することである。
【００５３】
　次に、Ｓ３０３で、ＷＥＢカメラ１０２から受信した議事録データ内から、ＰＣ１０３
から図２に示したＳ２０５で通知されたページ切替情報の抽出を行う。
【００５４】
　そして、Ｓ３０４で、ＭＦＰ１０１のＣＰＵがＷＥＢカメラ１０２から受信したページ
切替情報によってページ切替がなされているかどうかを判断する。ここで、ページ切替が
なされていると判断した場合、Ｓ３０５へ進む。そして、Ｓ３０５で、議事録内容のペー
ジ単位記録が行える様に前処理を行い、Ｓ３０４へ戻る。ここで、前処理とは、詳細は後
述するがページ単位に議事録情報をあらかじめ分割して管理するために必要な準備である
。
【００５５】
　一方、Ｓ３０４で、ＭＦＰ１０１のＣＰＵがページ切替がなされていないと判断した場
合は、Ｓ３０６へ進み、議事録データの入力と分割処理が終了しているかどうかを判断す
る。ここで、議事録データの入力が終了していないと判断した場合は、Ｓ３０４へ戻る。
【００５６】
　一方、Ｓ３０６で、ＭＦＰ１０１のＣＰＵが議事録データの入力が終了していると判断
した場合は、Ｓ３０７で、情報処理装置１０３から受信したプレゼンテーション用資料デ
ータ（第１の配布資料）の印刷を開始する。このプレゼンテーション用資料データは、Ｐ
ＤＦデータもしくは印刷装置が既に印刷が行えるような形式で、ＭＦＰ１０１内の２次記
憶装置内にストアされている。尚、このＰＤＦデータまたは印刷装置が印刷が行えるよう
な形式は、情報処理装置１０３のアプリケーションのファイル形式（マイクロソフト社の
パワーポイントのファイル形式）から変換されるものである。
【００５７】
この変換はＰＤＦデータであれば情報処理装置１０３、ＭＦＰ１０１のどちらで変換して
も良く、印刷装置が既に印刷が行えるような形式であればＭＦＰ１０１側で変換を行うも
のとする。
【００５８】
　また、議事録データ内にも使用プレゼンテーションファイル名情報が含まれており、印
刷用データと議事録データのマッチングが行われ、マッチする場合には印刷処理が始まる
。このようにして、ページ単位での印刷処理が行われて行く。
【００５９】
　そして、Ｓ３０８で、ＭＦＰ１０１のＣＰＵは、Ｓ３０５にて準備した情報に基づき、
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該当ページ内に記録（印刷）すべきクロスメディア情報が存在するかどうかを判断する。
ここで、議事録データに対応するクロスメディア情報は、第２の配布資料に対応する、Ｗ
ＥＢカメラで記録された情報である。即ち、プレゼンテーションの実行に伴い会議出席者
間で討議された事項や、出席者の発言や、決定事項等であって、会議出席者以外には内容
を開示すべきでない事項が含まれる。なお、クロスメディア情報を識別するための情報と
して、システム間で認識可能なヘッダを付加してもよい。
【００６０】
　ここで、ＭＦＰ１０１のＣＰＵがＷＥＢカメラ１０２から受信したプレゼンテーション
用資料データ中にクロスメディア情報が存在すると判断した場合は、Ｓ３０９へ進む。そ
して、Ｓ３０９で、そのクロスメディア情報を該当するページに対して記録（印刷）の適
用を行い、Ｓ３１０へ進む。
【００６１】
　具体的には、クロスメディア情報の印刷は該当ページ内の余白領域への追加記録や、該
当ページの裏面への追加記録を行う。読み取る画像データに特定の画像処理を加えること
で、ユーザが視認できる情報に再生可能な情報である。なお、その情報の体系は、画像や
文字を特定のコードに変換するものであればいずれのものであってもよい。
【００６２】
　一方、Ｓ３０８で、クロスメディア情報が存在しないと判断した場合は、Ｓ３１０へ進
み、次のページへ処理を進める。
【００６３】
　そして、Ｓ３１１で、ＭＦＰ１０１のＣＰＵが全てのプレゼンテーション用資料のペー
ジ単位の印刷記録が終了しているかどうかを判断する。ここで、全てのプレゼンテーショ
ン用資料のページ単位の印刷記録が終了していないと判断した場合は、Ｓ３０７へ戻る。
【００６４】
　一方、Ｓ３１１で、ＭＦＰ１０１のＣＰＵが全てのプレゼンテーション用資料のページ
単位の印刷記録が終了していると判断した場合は、クロスメディア印刷を終了する。
【００６５】
　これにより、配布資料に対して、可読できない状態に変換された大容量の議事録データ
を付加した状態で印刷することができる。
【００６６】
　また、配布資料の印刷結果を持ち帰った人が、会社のMFPにて議事録データをアプリケ
ーションを実行して復元することが可能となる。
【００６７】
　本実施形態では、当該会議資料とすべき情報を取得した第三者は、会議出席者でないと
特定できない秘匿管理したい議事録そのものが配布資料と合わせて印刷されることがなく
なる。また、印刷された議事録データから可読可能な議事録データを復元することで、会
議資料だけでなく、会議中で議論される事項、議事メモ等を含めて、その資料のどのペー
ジで議論された事項か等を判断することも可能となる。
【００６８】
　次に、図１に示すシステムにおいて、説明者によるプレゼンテーション中には、説明上
現在のページから既に説明済みのページに戻って説明を行う場合がある。つまり、プレゼ
ンテーションの途中で表示するページが戻る／先送りされる場合がある。この場合に、Ｗ
ＥＢカメラ１０２から取得する議事録データをいずれのページの配布資料に割り付けて印
刷するかが問題となる。
【００６９】
　そこで、ＷＥＢカメラ１０２が議事録データをＭＦＰ１０１に転送する場合に、情報処
理装置１０３からのページ切替要求、特に、ページが戻る／先送りされる要求に基づいて
撮像する議事録データにページ参照履歴を付加する。
【００７０】
　以下、そのような本実施形態における他の議事録データを配布資料のいずれのページに
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割り付けるかにを決定する処理について説明する。
【００７１】
　図４～図７は、本実施形態を示す画像形成システムにおける情報処理例を説明する図で
ある。
【００７２】
　まず、図４は、プレゼンテーション中におけるプロジェクタ映像を時間経過とともに示
した例である。ページＰ４の後に、ページ切り替えにより、ページＰ３→ページＰ２→ペ
ージＰ３→ページＰ４→ページＰ５に戻っている例である。
【００７３】
　ここで、ＷＥＢカメラ１０２が転送すべき議事録データに、各ページ間にページ切り替
わり情報を付加さすることができる。このようにして、ＭＦＰ１０１はページ切り替わり
情報が付加された議事録データをＷＥＢカメラ１０２から取得して二次記憶装置内に格納
することができる。
【００７４】
　実際に議事録データをクロスメディア情報として配布資料とともに印刷する場合、図５
に示すように適用する場合と図６に示すように適用する場合をその処理の設定に応じて切
り替えて印刷を行う。なお、図５において、ＣＭ１、ＣＭ２－１、ＣＭ３－１、ＣＭ４－
１、ＣＭ５は資料であり、ＣＭ２－２、ＣＭ３－２、ＣＭ３－３、ＣＭ４－２はクロスメ
ディア情報であって、議事録データの場合を示す。
【００７５】
　図５では、そのページを表示している場合に得られた議事録データは該当ページ内に印
刷する方法を示す。本例は、あくまでもそのページを表示していた場合の議事録データを
記録する例（第１の例）。この場合、ページを飛ばしたというリンク情報を飛ばし元に残
し、議事録全体での検索が行えるようにしておくとさらによい。
【００７６】
　一方、図６はページが飛んだとしても、元のページ内に議事録を記録する例であって、
図５に示す手法に代え、戻る等の移動の場合には、戻ったというページのリンク情報をさ
らにクロスメディア情報に記録しておく場合を示している。図６において、ＣＭ１、ＣＭ
２－１、ＣＭ３－１、ＣＭ４－１、ＣＭ５は資料であり、ＣＭ２－２、ＣＭ３－２、ＣＭ
３－３、ＣＭ４－２はクロスメディア情報であって、議事録データの場合を示す。ＣＭ４
－３はリンク情報である。
【００７７】
　こうすることにより、クロスメディア情報を復元して得られる情報として、移動がなさ
れたというリンク情報を得ることが可能であり、このリンク情報を用いてさらに検索処理
に適用が可能というような発展処理が期待される。
【００７８】
　そして、図７では戻るような移動を行った場合には、飛ぶ前の元のページにその議事録
データを印刷する方法を示している。この方法では、ページＰ４の関連する文脈がＰ２に
ある場合には、議事録内容としてはＰ４と同じ部分にある場合に好ましいといえる。
【００７９】
　なお、ここでは入力と同時に内容を解析、印刷処理も同時に行わせる流れの場合を説明
しているが、別途解析だけ先に行い、印刷処理は後から行っても良い。
【００８０】
　また、本実施形態において、ＷＥＢカメラは映像ストリーミングデータから議事録デー
タを自身で解析、ＭＦＰ側へ送信することを可能としていた。
【００８１】
　しかし、ＭＦＰが映像ストリーミングデータをも直接受け取り、ＭＦＰ側にて議事録デ
ータの抽出を行うことも可能である。
【００８２】
　以上により、プレゼンテーション用資料の印刷時に議事録データをクロスメディア印刷
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することにより、配布資料に議事録データをクロスメディア情報としてプレゼンテーショ
ンで表示された各ページに対応づけて印刷することができる。
【００８３】
　さらに、プレゼンテーション用資料の印刷時に議事録データをクロスメディア印刷する
ことにより、配布資料の印刷結果を持ち帰った人が会社のＭＦＰにて配付資料のクロスメ
ディア情報を復元（再生）することが可能となる。そして、特定された会議出席者であれ
ば、配布資料の各ページに対応する議事録／議事メモ等を即座に参照することが可能とな
る。つまり、特定された会議出席者であれば、どの資料にどの議事が対応するものかを容
易に特定することができる。
【００８４】
　なお、本実施形態では、ＷＥＢカメラ１０２側にて、音声／画像を含んだ議事録データ
が作成されていることを前提としている場合を説明した。これに対して、ＭＦＰ１０１側
で議事録文字情報の解析と抽出が行われても良い。さらに、議事録データをクロスメディ
ア印刷する場合、映像信号から抽出される映像音声で生成されるものであってもよい。(
この場合、議事メモ記録となる)。
【００８５】
　本実施形態によれば、配布資料にクロスメディア情報として議事録データを加えて印刷
することができる。そして、このようにして印刷された議事録印刷結果を持ち帰った人が
会社のＭＦＰにて、クロスメディア情報を復元処理することで、視覚化された状態で資料
と議事録を見比べながら資料を検討することができる。つまり、議事録データがどのペー
ジの資料に対応するかが容易に特定可能となり、ページ単位で議事録／議事メモを即座に
参照することが可能となる。
【００８６】
　〔第２実施形態〕
　以下、図８、図９に示すメモリマップを参照して本発明に係る画像形成システムに適用
可能な画像形成装置、情報処理装置で読み取り可能なデータ処理プログラムの構成につい
て説明する。
【００８７】
　図８は、本発明に係る画像形成装置で読み取り可能な各種データ処理プログラムを格納
する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【００８８】
　図９は、本発明に係る情報処理装置で読み取り可能な各種データ処理プログラムを格納
する記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【００８９】
　なお、特に図示しないが、記憶媒体に記憶されるプログラム群を管理する情報、例えば
バージョン情報，作成者等も記憶され、かつ、プログラム読み出し側のＯＳ等に依存する
情報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記憶される場合もある。
【００９０】
　さらに、各種プログラムに従属するデータも上記ディレクトリに管理されている。また
、各種プログラムをコンピュータにインストールするためのプログラムや、インストール
するプログラムが圧縮されている場合に、解凍するプログラム等も記憶される場合もある
。
【００９１】
　本実施形態における図２，図３に示す機能が外部からインストールされるプログラムに
よって、ホストコンピュータにより遂行されていてもよい。そして、その場合、ＣＤ－Ｒ
ＯＭやフラッシュメモリやＦＤ等の記憶媒体により、あるいはネットワークを介して外部
の記憶媒体から、プログラムを含む情報群を出力装置に供給される場合でも本発明は適用
されるものである。
【００９２】
　以上のように、前述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコードを
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記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給する。そして、そのシステムあるいは
装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコード
を読出し実行することによっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【００９３】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実
現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することに
なる。
【００９４】
　従って、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより
実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問わな
い。
【００９５】
　プログラムを供給するための記憶媒体としては、例えばフレキシブルディスク、ハード
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤなどを用いることができる。
【００９６】
　この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。
【００９７】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続する。そして、該ホームページから本発明のコン
ピュータプログラムそのもの、もしくは、圧縮され自動インストール機能を含むファイル
をハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また、本
発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのフ
ァイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能である。つま
り、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユー
ザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバやｆｔｐサーバ等も本発明の請求項に含まれ
るものである。
【００９８】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、その鍵情報を使用することにより
暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可
能である。
【００９９】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけではない。例えばそのプログラムコードの指示に基づき、
コンピュータ上で稼働しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部
または全部を行う。そして、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合
も含まれることは言うまでもない。
【０１００】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込ませ
る。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した
実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１０１】
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形（
各実施形態の有機的な組合せを含む）が可能であり、それらを本発明の範囲から排除する
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【０１０２】
　本発明の様々な例と実施形態を示して説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨と範
囲は、本明細書内の特定の説明に限定されるのではない。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の第１実施形態を示す画像形成システムの一例を示す図である。
【図２】本実施形態を示す情報処理装置における第１のデータ処理手順の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図３】本実施形態を示す画像形成装置における第１のデータ処理手順の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図４】本実施形態を示す画像形成システムにおける情報処理例を説明する図である。
【図５】本実施形態を示す画像形成システムにおける情報処理例を説明する図である。
【図６】本実施形態を示す画像形成システムにおける情報処理例を説明する図である。
【図７】本実施形態を示す画像形成システムにおける情報処理例を説明する図である。
【図８】本発明に係る画像形成装置で読み取り可能な各種データ処理プログラムを格納す
る記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【図９】本発明に係る情報処理装置で読み取り可能な各種データ処理プログラムを格納す
る記憶媒体のメモリマップを説明する図である。
【符号の説明】
【０１０４】
１０１　ＭＦＰ
１０２　ＷＥＢカメラ
１０３　情報処理装置
１０４　プロジェクタ
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】



(15) JP 2009-42984 A 2009.2.26

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０６Ｆ  17/21    ５７０Ｒ          　　　　　


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

